
労働者派遣法改正についての概要
 働き方改革関連法（2018年７月６日公布）のひとつには、労働者派遣法の改正も行われ、2020年４月
１日から施行となります。基本的な考え方は、派遣労働者にも同一労働同一賃金への対応が必要となりま
す。ここでは法改正の概要をお知らせしますので、趣旨を理解し、今後の活動にいかしていきましょう。

原則:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇【派遣先均等・均衡方式】

 原則として派遣労働者と派遣先労働者との間で不合理な待遇差を設けてはいけないルールとなります。派遣元
事業主には派遣先事業者に対し以下のいずれかの対応が必要（義務化）となります。

 今回の法整備では、派遣労働者と派遣先の労働者との間で不合理な待遇差を禁止する規定（均衡待遇・均等待
遇）が設けられました。
 具体的には、派遣先が派遣先の労働者の待遇情報を派遣会社に提供し、その情報をもとに、派遣会社は派遣労
働者の待遇を、派遣先の労働者と均等・均衡のとれた内容にすることが義務化されました。
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※この場合の派遣労働者の賃金は、「一般の労働者の平均的な賃金」に「地域指数」を乗じた額以上の設定が必要です。

【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
 派遣会社と派遣会社の過半数労働組合（もしくは過半数代表者）との間で、派遣労働者の待遇改善に関する労使
協定を締結し、協定に基づき派遣労働者の待遇を決定することも例外として認められます。なお、労使協定で定め
る派遣労働者の賃金は、厚生労働省が示す「一般の労働者の平均的な賃金の額」を上回る額とする必要がありま
す。
また、派遣会社は派遣労働者に対して、協定を書面交付したりイントラネットへ掲示するなどして、その内容を周
知することが義務化されました。
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 派遣先は、労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者と待遇を比較する労働者（比較対象労働者）の待遇情
報を、派遣会社に提供する必要があります。この情報に基づき、派遣会社は派遣労働者の待遇を決定することに
なります。よって情報提供がない場合は、労働者派遣契約を結ぶことができません。
【提供が必要な待遇情報】
 ○派遣先均等・均衡方式の場合
  ・比較対象労働者の基本情報（職務の内容、雇用形態など）
  ・比較対象労働者の選定理由（なぜ比較対象労働者として選定したのか）
  ・比較対象労働者の待遇（比較対象労働者の待遇と水準、待遇の目的）
  ・比較対象労働者の待遇決定の考慮事項（待遇の決定に際して考慮した事項は何か）
 ○労使協定方式の場合
  ・どのような教育訓練があるのか
  ・どのような福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）があるのか

 派遣先は、派遣料金について、派遣会社が派遣労働者の待遇改善が可能な水準で設定できるように配慮しなけ
ればなりません。

 派遣先は、派遣労働者に対し、現在の業務遂行に必要な技能等を付与するための教育訓練を実施することが義
務化されました。
 また、派遣先は、派遣労働者に対し、自社の福利厚生施設（給食施設・休憩室・更衣室）の利用の機会を与え
ることも義務化されました。

　派遣労働者が不合理な待遇差を感じることの無いように、派遣会社は雇入れ時や派遣時、派遣労働者から求め
があった場合に、待遇の説明を行うことが義務化されました。
①雇入れ時・派遣時に、派遣労働者に対して、労働条件（昇給・退職手当の有無など）を、文書明示しなければ
なりません。
②不合理な待遇差を解消するために講ずる措置を、資料を活用して説明する必要があります。
③派遣会社は、派遣労働者の求めに応じ、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容・理由等を説明しなければ
なりません。

１．派遣会社への待遇情報の提供

２．派遣料金に対する配慮義務

３．教育訓練の実施、福利厚生施設の利用
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※連合発行の情報宣伝物より抜粋
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